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(57)【要約】
【課題】従来の吸着剤は吸着剤内部への拡散が不十分で
あると云う問題を解決したものであり、吸着剤の内部に
硫黄化合物を含む炭化水素が拡散しやすい吸着剤を提供
する。
【解決手段】炭化水素中に含まれる硫黄化合物を除去す
るための吸着剤であって、酸化銅、アルミニウム化合物
、および炭素含有化合物を含み、該炭素含有化合物が直
径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔を含み、
該吸着剤の炭素含有量が３重量％以上～１５重量％以下
であり、水銀圧入法により測定される細孔分布において
、直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔容積
が０.１ｍＬ/ｇ以上であることを特徴とする硫黄化合物
吸着剤。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
炭化水素中に含まれる硫黄化合物を除去するための吸着剤であって、
酸化銅、アルミニウム化合物、および炭素含有化合物を含み、
該炭素含有化合物が直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔を含み、
該吸着剤の炭素含有量が３重量％以上～１５重量％以下であり、
水銀圧入法により測定される細孔分布において、直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範
囲の細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ以上であることを特徴とする硫黄化合物吸着剤。
 
【請求項２】
水銀圧入法により測定される細孔分布において０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細
孔容積が１ｍＬ/ｇ以上の範囲にある炭素含有化合物と、酸化銅、およびアルミニウム化
合物を混合して原料混合物を得る混合工程を含み、
前記原料混合物を成形して吸着剤を得る成型工程を含み、
前記成型工程で得られた吸着剤を乾燥する乾燥工程を含むことを特徴とする、
炭化水素中に含まれる硫黄化合物を除去する吸着剤の製造方法。
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭化水素中に含まれる硫黄化合物を除去するための吸着剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　原油等から得られる炭化水素は、蒸留や化学反応などの種々の工程を経て、燃料や高分
子材料など種々の化成品に加工されている。このような炭化水素中には、原料に由来する
硫黄化合物が含まれることがあり、この硫黄化合物は配管の腐食や触媒の劣化を引き起こ
す原因の一つであることが知られている。例えば、近年その需要が増大しているプロピレ
ンは、沸点が近い硫化カルボニルを不純物として含んでおり、このようなプロピレンを重
合すると、硫化カルボニルによってプロピレン重合用の触媒が被毒されてしまうことが知
られている（特許文献１）。
【０００３】
　このような硫黄化合物を炭化水素から除去する方法として、吸着剤を用いる方法が知ら
れている。例えば、特許文献２には、担体に銅成分が担持された吸着剤を用い、流体中の
硫化カルボニルを吸着して除去する方法が開示されている。この酸化銅を担持する担体と
して、シリカ、アルミナ、シリカ・アルミナ、活性炭、珪藻土、活性白土、マグネシアな
どが用いられ、特にアルミナが好ましいことが開示されている。
【０００４】
　アルミナに銅成分が担持された吸着剤としては、特許文献２の他に、特許文献３のよう
な吸着剤も知られている。また、特許文献４のような、活性炭に銅成分及びアルミニウム
成分が担持された吸着剤なども知られている。
【０００５】
　このような炭化水素中に含まれる硫黄化合物を除去するための吸着剤は、炭化水素を吸
着剤に流通させる際に圧力損失が増加することを避けるため、粉末状ではなく０.５～５
ｍｍ程度の成型体が使用されている。しかし、このような吸着剤は、吸着剤の外表面には
炭化水素が浸透するが、吸着剤の内部には炭化水素が浸透し難いため、硫黄化合物に対す
る吸着性能が低いという課題が知られている。
【０００６】
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　このような課題を解決する方法の一つとして、特許文献４には、成型体の形状をシリン
ダー状ではなく球状にし、吸着剤の外表面から中心部までの平均距離を短くすることによ
って、硫黄化合物が吸着剤内部の細孔に拡散しやすくすることが開示されている。しかし
、特許文献４の吸着剤は、必ずしも硫黄化合物の細孔内拡散性が十分ではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－２０６９４４号公報
【特許文献２】特開平３－２１３１１５号公報
【特許文献３】特開昭５９－１６０５８４号公報
【特許文献４】特開２０００－４２４０７号公報（特許第３３２４７４６号公報）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、炭化水素に含まれる硫黄化合物を除去するための吸着剤において、従来の吸
着剤は吸着剤内部への拡散が不十分であると云う問題を解決したものであり、吸着剤の内
部に硫黄化合物を含む炭化水素が拡散しやすい吸着剤を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の吸着剤は、炭化水素中に含まれる硫黄化合物を除去するための吸着剤であって
、酸化銅、アルミニウム化合物、および炭素含有化合物を含み、該炭素含有化合物が直径
０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔を含み、該吸着剤の炭素含有量が３重量％以
上～１５重量％以下であり、水銀圧入法により測定される細孔分布において、直径０.１
μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ以上であることを特徴とする硫
黄化合物吸着剤である。
【００１０】
　本発明では、酸化銅およびアルミニウム化合物を含む吸着剤において、直径０.１μｍ
以上～１０μｍ以下の細孔容積を増やすことによって、硫黄化合物を含む炭化水素を吸着
剤の外表面から内部に拡散しやすくした。このような直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下
の範囲の細孔の細孔容積を増やすために、直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細
孔を多数含む炭素含有化合物を吸着剤に加え、吸着剤内部への硫黄化合物を含む炭化水素
の拡散を容易にした。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の吸着剤は、水銀圧入法により測定される細孔分布において、直径０.１μｍ以
上～１０μｍ以下の範囲の細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ以上であり、好ましくは、０.１ｍＬ/
ｇ以上～０.２５ｍＬ/ｇ以下であるので、吸着剤の内部まで硫黄化合物を含む炭化水素が
拡散しやすくなる。本発明の吸着剤について、硫黄化合物を吸着した状態を図１に示す。
図１に示すように、本発明の吸着剤は吸着剤の中心部まで硫黄が吸着している。この結果
、硫黄の吸着量が高い。一方、細孔径を調整しない吸着剤について、硫黄化合物を吸着し
た状態を図２に示す。図２に示すように、この吸着剤は中心部には硫黄があまり吸着して
いない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１の吸着剤について、硫黄の吸着状態を示す顕微鏡写真とその模式図。
【図２】比較例１の吸着剤について、硫黄の吸着状態を示す顕微鏡写真とその模式図。
【図３】実施例１～４、比較例２～３の炭素含有化合物の細孔分布を示すグラフ。
【図４】実施例１～４、比較例１～３の吸着剤の細孔分布を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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　以下、本発明の吸着剤を実施形態に基づいて具体的に説明する。
〔本発明の吸着剤〕
　本発明の吸着剤は、酸化銅、アルミニウム化合物、および炭素含有化合物を含み、該炭
素含有化合物が０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔を有し、該吸着剤の炭素含有
量が３重量％以上～１５重量％以下であり、水銀圧入法により測定される細孔分布におい
て、直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ以上であること
を特徴とする硫黄化合物吸着剤である。
【００１４】
　本発明の吸着剤は、直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔を多数有する炭素
含有化合物を含み、この炭素含有化合物による吸着剤全体の炭素含有量が３重量％以上～
１５重量％以下であるという点が、従来の特許文献２～４に開示されている吸着剤に比較
して明確に相違している。
【００１５】
　なお、特許文献３には、硝酸銅および硝酸アルミニウムを活性炭に担持させ、これを窒
素雰囲気下、３００℃で焼成して得た吸着剤が開示されている（実施例：吸着剤No.５）
。特許文献３の吸着剤は、銅およびアルミニウムの担持量から活性炭の含有量は９９重量
％以上と考えられ、活性炭の含有量が本発明の吸着剤とは大きく異なる。さらに、特許文
献３の吸着剤では、活性炭は担体として用いられているものの、活性炭の細孔の大きさや
吸着剤としての細孔容積については全く考慮されていない。本発明のような吸着剤の内部
での炭化水素の拡散を良好にするための細孔径および細孔容積の範囲については、特許文
献３の吸着剤では全く認識されておらず、この点が本発明の吸着剤とは本質的に異なる。
また、特許文献２、４には、酸化銅、アルミニウム化合物および炭素含有化合物を含む吸
着剤は開示されていない。
【００１６】
　本発明の吸着剤に含まれる炭素含有化合物は、その内部に炭化水素が拡散しやすくなる
ように疎水性の有機化合物であればよく、例えば、アセチレンブラックなどのカーボンブ
ラックや活性炭のような疎水性の炭素含有化合物が好ましい。さらに、本発明の吸着剤に
含まれる炭素含有化合物は、直径が０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲にある細孔を多
数有する。炭素含有化合物が直径が０.１μ以上～１０μｍ以下の範囲にある細孔を有す
ることは、電子顕微鏡を用いて炭素含有化合物の細孔を直接観察するか、水銀圧入法によ
り炭素含有化合物の細孔分布を測定して判断することができる。また、このような細孔を
多数有することは、本発明の吸着剤の前記細孔径の範囲の細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ以上、
好ましくは、０.１ｍＬ/ｇ以上～０.２５ｍＬ/ｇ以下であることから確認することができ
る。
【００１７】
　このように、本発明の吸着剤は、疎水性であって、比較的大きい細孔を有する炭素含有
化合物を含むので、吸着剤内部に硫黄化合物を含む炭化水素が拡散しやすい。なお、表面
を有機官能基で修飾して疎水化した有機ケイ素化合物や有機アルミニウム化合物を炭素含
有化合物として用いることもできる。ただし、炭化水素に浸漬するとその大部分が溶出す
るような炭素含有化合物は好ましくない。
【００１８】
　本発明の吸着剤は、炭素含有量が３重量％以上～１５重量％以下の範囲である。この炭
素含有量は主に前記炭素含有化合物に基づくものである。本発明の吸着剤には、このよう
な量の炭素含有化合物が含まれており、この炭素含有化合物の多数の細孔によって吸着剤
の内部に硫黄化合物を含む炭化水素が拡散しやすくなる。
【００１９】
　吸着剤の前記炭素含有量が前記範囲よりも多過ぎると、吸着剤の機械的強度が低下して
破損しやすくなる傾向があるので好ましくない。また、この炭素含有量が前記範囲より少
な過ぎると、吸着剤の内部に硫黄化合物を含む炭化水素が拡散し難いので好ましくない。
また、本発明の吸着剤において、炭素含有量が４重量％以上～１０重量％以下の範囲であ
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れば、吸着剤の実用的な強度を良好に保ちつつ、吸着剤内部に硫黄化合物を含む炭化水素
をより拡散しやすくすることができる。
【００２０】
　本発明の吸着剤について、その炭素含有量は、後述の実施例に記載された燃焼赤外線吸
収法によって測定することができる。なお、本発明の吸着剤は、その製造方法によって吸
着剤中にバインダーや滑材などの成型助剤が残留することがあり、この成型助剤として有
機化合物が使用されることもあるが、前述の炭素含有量は、このような成型助剤に含まれ
る有機化合物に由来する炭素も含むものとする。なお、吸着剤を製造する場合に成型助剤
として使用される有機化合物は、焼成工程で除去されるのが一般的であるが、焼成工程を
含まない製造方法では、成型助剤等の有機物が多量に残留すると、これらの有機物は、本
発明の細孔径の範囲（直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下）を有するものは少ないので、
該細孔径範囲の細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ以上にならなくなる場合がある。従って、このよ
うな有機物の残留量は自ずと制限される。ちなみに、本発明の吸着剤に含まれる炭素含有
化合物以外の有機化合物に由来する炭素含有量は、吸着剤に含まれる炭素含有量の３０重
量％以下の範囲が好ましい。
【００２１】
　本発明の吸着剤は、水銀圧入法により測定される細孔分布において、直径０.１μｍ以
上～１０μｍ以下の範囲の細孔容積が０.１ｍＬ／ｇ以上である。このような細孔径の範
囲とその細孔容積の大きさによって、吸着剤の外表面から内部へ硫黄化合物を含む炭化水
素の拡散が良好になる。このように直径が比較的大きい細孔の容積を増やすことで、炭化
水素が吸着剤の外表面から内部に拡散する抵抗を下げることができる。
【００２２】
　なお、炭化水素に含まれる硫黄化合物を除去するための吸着剤の分野においては、この
ように直径が大きい細孔（マクロ孔：０.１μｍ以上）の容積は機械的強度を高めるため
に少ないほうが良いとされているが（例えば、特許文献４）、本発明の吸着剤においては
、この細孔径の範囲で特に直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔容積を多くす
ることによって、吸着剤の機械的強度を維持しつつ、吸着剤の外表面から内部への硫黄化
合物を含む炭化水素の拡散を良好にしている。なお、この範囲の細孔容積が増加しても、
吸着剤の機械的強度への影響は小さい。ただし、この細孔容積が大きすぎると吸着剤の機
械的強度が低下することがあるので、この細孔容積は０.１ｍＬ/ｇ以上～０.２５ｍＬ/ｇ
以下の範囲にあることが好ましい。
【００２３】
　本発明の吸着剤は、前述の水銀圧入法により測定される細孔分布において、全細孔容積
が０.３ｍＬ/ｇ以上の範囲にあることが好ましく、０.３ｍＬ/ｇ以上～０.４５ｍＬ/ｇ以
下の範囲にあることがより好ましい。全細孔容積が少なすぎると、直径０.１μｍ以上～
１０μｍ以下の範囲の細孔容積も低下することがあるので好ましくない。なお、全細孔容
積に対する直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲にある細孔の容積の割合は３２～６
０％の範囲にあることが好ましい。この割合が低すぎると、硫黄化合物を含む炭化水素の
細孔内拡散が不十分となり、硫黄化合物の除去効率が低下する。一方、この割合が高すぎ
ても機械的強度が低下するので好ましくない。
【００２４】
　本発明の吸着剤は酸化銅を含む。本発明の吸着剤において、酸化銅は、硫黄を吸着して
除去する働きを有している。例えば、酸化銅は、硫黄化合物の１種であり炭化水素にしば
しば含まれる硫化カルボニル（ＣＯＳ）に対して、ＣｕＯ＋ＣＯＳ→ＣｕＳ＋ＣＯ２の反
応により、ＣＯＳに含まれる硫黄を吸着する働きを有している。また、酸化銅は、硫化水
素（Ｈ２Ｓ）に対しては、ＣｕＯ＋Ｈ２Ｓ→ＣｕＳ＋Ｈ２Ｏの反応により、硫化水素に含
まれる硫黄を吸着する働きを有している。このような酸化銅の働きにより、炭化水素中か
ら硫黄化合物が除去される。
【００２５】
　本発明の吸着剤に含まれる酸化銅の含有量は、ＣｕＯ換算で、２０重量％以上～６０重
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量%以下の範囲にあることが好ましく、２５重量％以上～５０重量％以下の範囲にあるこ
とがより好ましい。本発明の吸着剤に含まれる酸化銅の含有量が多くなると、吸着剤が吸
着できる硫黄の量が増加するが、酸化銅の含有量が前記範囲より多くても硫黄を吸着でき
る量はそれほど増加しない。一方、酸化銅の含有量が前記範囲より少なすぎると、吸着剤
が吸着できる硫黄の量が減少するので、吸着剤の使用寿命が短くなる。また、酸化銅は、
吸着剤を構成する成分の中で最も高価な成分であるため、その含有量が多すぎるとコスト
アップにつながる。したがって、本発明の吸着剤に含まれる酸化銅の含有量は、前述の範
囲内にあることが好ましい。
【００２６】
　本発明の吸着剤に含まれる酸化銅は、Ｘ線回折パターンから判別することができる。本
発明の吸着剤に含まれる酸化銅は、前述のＸ線回折パターンにおいて、２θ＝３７～４０
°の範囲に現れる酸化銅に帰属される回折ピークの半価幅が、０.８～２°の範囲にある
ことが好ましい。この半価幅が前述の範囲にある酸化銅は硫黄化合物の除去効果が高くな
る。
【００２７】
　本発明の吸着剤は、アルミニウム化合物を含む。本発明において、アルミニウム化合物
は、担体としての働きを有している。本発明の吸着剤に含まれるアルミニウム化合物とし
ては、酸化銅を固定化できるアルミニウム化合物であれば、従来公知のアルミニウム化合
物を使用することができる。例えば、水酸化アルミニウム、酸化アルミニウム（アルミナ
）またはこれらの混合物であること好ましい。水酸化アルミニウムを含む場合、その結晶
構造は、擬ベーマイトであることがより好ましい。なお、水酸化アルミニウムの結晶構造
は、Ｘ線回折パターンから判断することができる。
【００２８】
　ただし、ベーマイトと擬ベーマイトは、その結晶構造が似ていることから、Ｘ線回折パ
ターンから明確に区別することは困難であるが、擬ベーマイトのＸ線回折パターンはベー
マイトと比較してブロードになることが知られているので、本発明においては、ベーマイ
トの結晶構造に由来する（０２０）面に帰属されるピークの半価幅が、１.０°以上であ
れば擬ベーマイト構造を有しているものと判断する。酸化アルミニウムを含む場合、その
結晶構造は、χ（カイ）、ρ（ロー）、θ（シータ）から選ばれる１種以上の結晶構造を
有していることがより好ましい。なお、酸化アルミニウムの結晶構造は、Ｘ線回折パター
ンから判断することができる。
【００２９】
　本発明の吸着剤に含まれるアルミニウム化合物として、弱酸を有するアルミニウム化合
物を用いると、アルミニウム化合物に硫化カルボニルを加水分解する機能を付与すること
ができる。硫化カルボニルは酸化銅との前述の反応によって除去されるが、硫化カルボニ
ルを、弱酸を有するアルミニウム化合物によって硫化水素に加水分解した後で、酸化銅と
接触させて除去すると、吸着剤としての除去速度が硫化カルボニルを直接酸化銅と反応さ
せた場合と比較してより早くなる。したがって、本発明の吸着剤に含まれるアルミニウム
化合物は、弱酸を有していることが好ましい。
【００３０】
　具体的には、ＮＨ３－ＴＰＤ測定によって算出される２５℃以上、２００℃以下の温度
域におけるＮＨ３の脱離量が、０.０１mmol/ｇ以上の範囲にあるアルミニウム化合物を含
むことが好ましい。このＮＨ３脱離量は、０.０１≦ＮＨ３脱離量≦０.２mmol/ｇの範囲
であればよく、０.０１≦ＮＨ３脱離量≦０.０５mmol/ｇの範囲であれば十分である。本
発明の吸着剤において、このＮＨ３脱離量が多いほど硫化カルボニルの加水分解活性が高
くなることが見込まれるが、前述の範囲のようなＮＨ３脱離量が比較的少ない場合でも、
その加水分解活性が顕著に高くなる。
【００３１】
　本発明の吸着剤に含まれるアルミニウム化合物は、アルカリ金属ないしアルカリ土類金
属の含有量が、それぞれの元素あたり１重量％未満であることが好ましく、特に０.１重
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量％未満であることが好ましい。アルカリ金属ないしアルカリ土類金属は、本発明の吸着
剤に含まれるアルミニウム化合物の酸点に吸着して失活させることがあるので、その含有
量は可能な限り少ないほうが好ましい。
【００３２】
　本発明の吸着剤に含まれるアルミニウム化合物は、遷移金属の含有量が、それぞれ１重
量％未満であってもよく、特に０.１重量％未満であってもよい。アルミニウム化合物に
ＣｒやＺｎ等の遷移金属を担持した硫化カルボニルの加水分解触媒が種々知られているが
、本発明の吸着剤に含まれるアルミニウム化合物は、これらの遷移金属が極めて少なく、
または含まない場合であっても、硫化カルボニルを十分に加水分解することができる。
【００３３】
　本発明の吸着剤に含まれるアルミニウム化合物の含有量は、酸化銅を担持するのに適す
る量であればよく、例えば、吸着剤に含まれる酸化銅の含有量が２０重量％以上～６０重
量％以下であるとき、吸着剤に含まれるアルミニウム化合物の含有量は、Ａｌ２Ｏ３換算
で概ね２５重量％以上～７７重量％以下の範囲であればよい。吸着剤に含まれる酸化銅の
含有量が２５重量％以上～５０重量％以下であるときは、吸着剤に含まれるアルミニウム
化合物の含有量は、概ねＡｌ２Ｏ３換算で３５重量％以上～７２重量％以下の範囲であれ
ばよい。
【００３４】
　本発明の吸着剤の比表面積は、２００ｍ２/ｇ以上であることが好ましく、２５０ｍ２/
ｇ以上～４５０ｍ２/ｇ以下の範囲にあることがより好ましい。本発明の吸着剤の比表面
積が低すぎると、硫黄化合物の吸着量が低下することがあるので、好ましくない。なお、
比表面積は、例えば、ＢＥＴ多点法や１点法などの従来公知の方法で測定することができ
る。
【００３５】
　本発明の吸着剤の圧壊強度は、１ペレット当たり２０Ｎ以上であることが好ましく、３
０Ｎ以上であることがより好ましい。本発明の吸着剤の圧壊強度が低すぎると、吸着剤の
粉化や崩壊が起こりやすくなるので、好ましくない。なお、圧壊強度は、例えば、実施例
に後述する方法で測定することができる。
【００３６】
　本発明の吸着剤の嵩密度は、０.９ｋｇ/Ｌ以下の範囲にあることが好ましく、０.８ｋ
ｇ/Ｌ以下の範囲にあることがより好ましい。吸着剤の嵩密度が低くければ、吸着剤を吸
着塔に充填する際の衝撃が緩和されるので、圧壊強度が低い吸着剤でも破損し難くなる。
更に、吸着剤の充填後も、充填層の下部にある吸着剤の受ける荷重が小さくなるので、吸
着剤の自重による破損等を抑制することができる。
【００３７】
　本発明の吸着剤の形状は、従来公知の形状であればよく、例えば、球状、柱状またはこ
れらに類する形状であってもよい。また、そのサイズ（吸着剤の最小距離）は、１～６ｍ
ｍの範囲にあるものがよい。例えば、直径２ｍｍ、長さ５ｍｍの円柱状であった場合、そ
のサイズは２ｍｍとなる。吸着剤のサイズが大きすぎると、吸着剤と炭化水素の接触面積
が小さくなり、硫黄化合物を含む炭化水素が吸着剤の外表面から内部に拡散し難くなるの
で好ましくない。一方、吸着剤のサイズが小さすぎても、硫黄化合物を含む炭化水素を流
通させる際に圧力損失が高くなり、ハンドリング性が低下することがある。
【００３８】
　本発明の吸着剤は、炭化水素に含まれる硫黄化合物を除去する吸着剤として用いられる
。本発明の吸着剤は、Ｃ２～Ｃ６のオレフィン中に含まれる硫化カルボニルを除去する吸
着剤として好適であり、特にプロピレン中に含まれる硫化カルボニルを除去する吸着剤と
して好適である。また、本発明の吸着剤は、吸着剤の内部に拡散し難い液相の炭化水素に
含まれる硫黄化合物であっても、これを効率よく除去することができる。
【００３９】
　本発明の吸着剤は、炭化水素に含まれる硫黄化合物の濃度が０.０１～３０ppmvの範囲
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にあるプロセスにおいて好適に使用することができる。また、硫化カルボニルを含むプロ
セスに本発明の吸着剤を用いる場合、硫化カルボニルに対して水の量が少ないプロセスで
あっても、本発明の吸着剤に含まれるアルミニウム化合物の表面ＯＨ基等を利用して硫化
カルボニルを加水分解することができるので、硫化カルボニルを効率的に除去することが
できる。硫化カルボニルと水の加水分解は、ＣＯＳ＋Ｈ２Ｏ→ＣＯ２＋Ｈ２Ｓの反応によ
って進み、炭化水素に含まれる硫化カルボニルと水のモル比（Ｈ２Ｏ／ＣＯＳ）が１未満
のプロセスであっても、硫化カルボニルを効率的に除去することができる。また、本発明
の吸着剤に含まれるアルミニウム化合物として擬ベーマイト構造の水酸化アルミニウムを
含む場合は、表面ＯＨ基のほかに層間に含まれる水も反応に使用することができるので、
Ｈ２Ｏ／ＣＯＳモル比が１未満の場合であっても、より効率的に硫化カルボニルを加水分
解することができる。
【００４０】
　本発明の吸着剤は、硫黄化合物を含む炭化水素の温度が－１０～７０℃の範囲にあるプ
ロセスにおいて、効率的に硫黄化合物を除去することができる。
【００４１】
　以下、本発明の吸着剤の製造方法（以下、本発明の製造方法ともいう。）を実施形態に
基づいて具体的に説明する。
【００４２】
〔本発明の製造方法〕
　本発明の製造方法は、水銀圧入法により測定される細孔分布において０.１μｍ以上～
１０μｍ以下の範囲の細孔容積が１ｍＬ/ｇ以上の範囲にある炭素含有化合物と、酸化銅
およびアルミニウム化合物を混合して原料混合物を得る混合工程を含み、前記原料混合物
を成形して吸着剤を得る成型工程を含み、前記成型工程で得られた吸着剤を乾燥する乾燥
工程を含むことを特徴とする、炭化水素中に含まれる硫黄化合物を除去する吸着剤の製造
方法である。
【００４３】
　本発明の製造方法は、水銀圧入法により測定される細孔分布において、０.１μｍ以上
～１０μｍ以下の範囲の細孔容積が１ｍＬ/ｇ以上の範囲にある炭素含有化合物と、酸化
銅およびアルミニウム化合物を混合して原料混合物を得る混合工程を含む。
【００４４】
　前記混合工程において用いる、０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔容積が１ｍ
Ｌ/ｇ以上の範囲にある炭素含有化合物は、本発明の吸着剤の０.１μｍ以上～１０μｍ以
下の細孔容積を増やす成分である。該炭素含有化合物は、該吸着剤の炭素含有量が３重量
％以上～１５重量％以下であって、本発明の吸着剤の直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下
の範囲の細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ以上になる量で用いられる。
【００４５】
　このように、原料混合物に細孔容積が大きい炭素含有化合物を含むことによって、吸着
剤の外表面から内部への硫黄化合物を含む炭化水素の拡散を良好にすることができる。
【００４６】
　前記混合工程において用いる酸化銅は、銅化合物を焼成して得られたものであってもよ
く、水溶液中で合成されたものであってもよい。銅化合物を焼成する場合は、酢酸銅、塩
基性炭酸銅、硝酸銅等の銅化合物を３００～５００℃で焼成することで得ることができる
。また、水溶液中で酸化銅を合成する場合は、水溶液中に水酸化銅が分散した状態で５０
℃以上に加熱することで得ることができる。
【００４７】
　前記混合工程において用いるアルミニウム化合物は、酸化銅を固定化できるアルミニウ
ム化合物であれば、従来公知のアルミニウム化合物を使用することができる。例えば、水
酸化アルミニウム、酸化アルミニウム（アルミナ）またはこれらの混合物であること好ま
しい。水酸化アルミニウムを含む場合、その結晶構造は、擬ベーマイトであることがより
好ましい。酸化アルミニウムを含む場合、その結晶構造は、χ（カイ）、ρ（ロー）、θ
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（シータ）から選ばれる１種以上の結晶構造を有していることがより好ましく、特にχが
好ましい。
【００４８】
　前記混合工程において用いるアルミニウム化合物は、ＮＨ３－ＴＰＤ測定によって算出
される２５℃以上～２００℃以下の温度域におけるＮＨ３の脱離量が０.０１mmol/ｇ以上
のアルミニウム化合物が好ましい。このようなアルミニウム化合物を用いることによって
、本発明の吸着剤に硫化カルボニルを加水分解する機能を付与することができる。このＮ
Ｈ３脱離量は０.０１mmol/ｇ以上～０.２mmol/ｇ以下の範囲であればよく、０.０１mmol/
ｇ以上～０.０５mmol/ｇ以下の範囲でもよい。本発明の吸着剤において、このＮＨ３脱離
量が多ければ多いほど硫化カルボニルの加水分解活性が高くなることが見込まれるが、前
述の範囲のようなＮＨ３脱離量が比較的少ない場合でも、その加水分解活性が顕著に高く
なる。
【００４９】
　アルミニウム化合物の酸性質は、その結晶構造や、不純物（Ｓｉやアルカリ等）、製造
方法等により変化することが知られており、本発明の吸着剤に含まれるアルミニウム化合
物は、例えば、従来公知のアルミニウム化合物を弱酸で表面処理したり、工業原料として
販売されているアルミニウム化合物の中からＮＨ３－ＴＰＤ測定によって算出される２５
℃以上～２００℃以下の温度域におけるＮＨ３の脱離量が０.０１mmol/ｇ以上の範囲にあ
るアルミニウム化合物を使用することができる。
【００５０】
　本発明の製造方法において、前記炭素含有化合物、酸化銅、およびアルミニウム化合物
を混合する方法は、これらの成分が均一に混合できる方法であれば良く、従来公知の方法
を使用することができる。例えば、ニーダーやミキサー等を用いて混合することができる
。
【００５１】
　混合工程において、炭素含有化合物、酸化銅、およびアルミニウム化合物の各成分は、
最終的に得られる吸着剤の各成分の含有量が本発明の吸着剤における各成分の含有量とな
るような混合比率で混合される。例えば、原料混合物に含まれる炭素含有化合物の量は、
製造された吸着剤において、炭素含有量が３重量％以上～１５重量％以下であって、水銀
圧入法により測定される細孔分布において、直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の
細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ以上になる量が用いられる。また、原料混合物に含まれる酸化銅
の量は、例えば製造された吸着剤において、ＣｕＯ換算で２０重量％以上～６０重量%以
下の範囲になる量が用いられ、好ましくは２５重量％以上～４５重量％以下の範囲になる
量が用いられる。さらに、原料混合物に含まれるアルミニウム化合物の量は、例えば、製
造された吸着剤に含まれる酸化銅の含有量が２０重量％以上～６０重量％以下であるとき
、約２５重量％以上～約７７重量％以下になる量が用いられ、製造された吸着剤に含まれ
る酸化銅の含有量が２５重量％以上～５０重量％以下であるとき、好ましくは約３５重量
％以上～約７２重量％以下になる量が用いられる。
【００５２】
　混合後に得られた原料混合物は、粉末状であってもよく、塊状であってもよく、また混
合時に水を加えて粘土状にしてもよい。粉末状の原料混合物は、打錠成型等の圧縮成型に
より所望の形状に成型することができ、粘土状の原料混合物は、押出成型により所望の形
状に成型することができる。ただし、過度に粉砕が進む混合方法を用いると、前記炭素含
有化合物の細孔構造を壊してしまうことがあるので、好ましくない。また、後述の成型工
程において、成型性を高めるため、必要によってバインダーや滑材といった成型助剤を一
緒に混合してもよい。更に、セルロース誘導体を用いることで、本発明の吸着剤に耐水性
を付与することもできる。
【００５３】
　本発明の製造方法は、前記原料混合物を所望の形状に成型する成型工程を含む。例えば
、球状、柱状またはこれらに類する形状であって、そのサイズ（吸着剤の最小距離）は、
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１～６ｍｍの範囲にある形に成型することが好ましい。成型方法としては、打錠成型や押
出成形等の方法の方法を用いることができるが、打錠成型では成型する際に原料混合物の
負荷が大きくなるので、打錠の条件によっては炭素含有化合物の細孔が壊れてしまうこと
がある。したがって、本発明の製造方法においては、原料混合物に対する負荷が小さい製
造方法、例えば押出成型が好ましい。
【００５４】
　本発明の製造方法は、前記成型工程で得られた吸着剤を乾燥する乾燥工程を含む。この
工程では、成型工程で得られた吸着剤に含まれる溶媒（水分等）が除去される。なお、本
発明の乾燥工程は、大気雰囲気下での２５０℃以上の加熱処理は行わない。大気雰囲気下
において２５０℃以上の温度で加熱処理すると、吸着剤に含まれる炭素含有化合物が燃焼
して除去されてしまうことがある。また、炭素含有化合物が燃焼すると、激しい発熱と共
に二酸化炭素が生成するので、発熱により酸化銅がシンタリングして硫黄化合物に対する
吸着性能が低下したり、発生した二酸化炭素によって吸着剤が破裂したりすることがある
ので好ましくない。
【実施例】
【００５５】
　以下、本発明の吸着剤について、実施例に基づいて詳述する。また、比較例を示す。各
例において、炭素含有化合物の細孔分布は水銀圧入法によって測定した。吸着剤の炭素含
有量および硫黄吸着量は燃焼赤外線吸収法によって測定した。
　吸着剤の嵩密度は後述の方法によって測定した。吸着剤の比表面積は窒素吸収法（ＢＥ
Ｔ法）によって測定した。製造した吸着剤の機械的強度（圧壊強度）は後述の方法によっ
て測定した。
【００５６】
〔実施例１〕
　イオン交換水５.８ｋｇに水酸化ナトリウム２３１ｇを溶解させて、母液を調製した。
次に、イオン交換水２.６ｋｇに硫酸銅５水和物６７６ｇを溶解させて注加液を調製した
。母液および注加液をそれぞれ加温した状態で混合して、酸化銅の沈殿物を生成させた。
その酸化銅の沈殿物を含むスラリーを濾過して、酸化銅の沈殿物を分離した後、十分に洗
浄して酸化銅の沈殿ケーキを得た。その沈殿ケーキをイオン交換水４.０ｋｇに分散させ
て酸化銅スラリーを得た。その酸化銅スラリーを乾燥し、粉末状の酸化銅を得た。
【００５７】
　前記酸化銅を２４０ｇ、アルミニウム化合物として市販のアルミナ（ＵＯＰ社製：ＶＥ
ＲＳＡＬ Ｒ－３）を５６０ｇ、炭素含有化合物として活性炭（セラケム社製：花Ｆ１－
Ｗ５０）を８０ｇ、セルロース誘導体（ユケン工業社製：ＹＢ－１１３）を１６ｇ、滑材
としてオレイン酸（関東化学社製）を８ｇ、およびイオン交換水３６０ｇをミキサーに仕
込み、均一に混合して原料混合物を得た。
【００５８】
　この原料混合物を押出成型機に投入し、直径１.６５ｍｍφ、厚さ４ｍｍのダイスを用
い、長さ３～５ｍｍの円柱状に押出成型して吸着剤を得た。この吸着剤を電気乾燥機で１
２０℃の温度で１６時間乾燥した。
【００５９】
　実施例１にて得られた吸着剤及び使用した炭素含有化合物について、水銀圧入法にて測
定した細孔分布の結果を表１に示す。また、水銀圧入法による細孔分布の測定は以下の条
件で行った。
　測定装置：ＡｕｔｏＰｏｒｅ IV ｍｉｃｒｏｍｅｒｉｔｉｃｓ社製）
　試料重量：０．８ｇ（吸着剤）、０．１ｇ（炭素含有化合物）
　試料前処理：１１０℃－３ｈｒ
　圧力範囲：１．５～６００００ｐｓｉａ
【００６０】
　実施例１にて得られた吸着剤について、燃焼赤外線吸収法にて測定した炭素含有量を表
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1に示す。さらに、後述の硫黄化合物の吸着試験において、実施例１の吸着剤について測
定した硫黄吸着量を表１に示す。燃焼赤外線吸収法による炭素含有量および硫黄含有量の
測定は以下の条件で行った。
　測定装置：ＣＳ－２３０（ＬＥＣＯ社製）
　試料形状：粉末状（吸着剤を粉砕したもの）
　＜検量線作成＞
　炭素量および硫黄量が既知の標準鉄鋼試料（一般社団法人日本鉄鋼連盟製ＪＳＳ６０１
－１１、ＪＳＳ２４３－６、および、ＢＵＲＥＡＵ　ＯＦ　ＡＮＡＬＹＳＥＤ　ＳＡＭＰ
ＬＥＳ　ＬＴＤ．製ＢＣＳ－ＣＲＭ４０５／２）を使用し、これらの前記標準鉄鋼試料を
各々３回測定して得られた平均値とブランクを３回測定して得られた平均値を基に検量線
を作成した。この検量線によって、実施例１の吸着剤の炭素量および硫黄量を定めた。
【００６１】
　実施例１にて用いた酸化銅およびアルミニウム化合物について、Ｘ線回折測定を行った
。結果を表１に示す。Ｘ線回折測定は以下の条件で行った。このＸ線回折測定によって得
られたＸ線回折パターンをＸ線回折測定装置に付属の解析ソフトを用いて解析した結果、
表１に記載の結晶構造に帰属された。
＜Ｘ線回折測定条件＞
　装置　　　：ＭｉｎｉＦｌｅｘ（株式会社リガク製）
　操作軸　　：２θ／θ
　線源　　　：ＣｕＫα
　測定方法　：連続式
　電圧　　　　　：４０ｋＶ
　電流　　　　　：２０ｍＡ
　開始角度　　　：２θ＝２０°
　終了角度　　　：２θ＝７０°
　サンプリング幅：０.０２０°
　スキャン速度　：４.０００°/min
【００６２】
　実施例１にて用いたアルミニウム化合物について、ＮＨ３－ＴＰＤ測定を行った。具体
的には、前述のアルミニウム化合物をサンプルとして０.０５ｇ秤量し、ＮＨ３－ＴＰＤ
測定装置（マイクロトラック・ベル社製、装置名：ＢＥＬ－ＣＡＴ　Ａ）の試料管にセッ
トした。その後、不活性ガス（Ｈｅ）を３０ml/minの流量で試料管に流通しながら、１５
０℃で６０分加熱処理した。その後、試料管の温度を１００℃で保持しながら、ＮＨ３を
含むガス（ＮＨ３：５％、Ｈｅ：バランス）を６０分間流通して、サンプルにＮＨ３を吸
着させた。その後、不活性ガスを３０ml/minの流量で試料管に流通した状態で６０分保持
した。次に保持温度１００℃、不活性ガス30ml/minの流量のまま、水蒸気を３０分間試験
管に導入し、物理吸着分のＮＨ３を除去した。水蒸気の導入を停止し、保持温度１００℃
、不活性ガス３０ml/minの流量で３０分間保持した。次に昇温速度１０℃/minで７００℃
まで昇温し、１０分間保持した。このとき、サンプルから脱離したＮＨ３を四重極型重量
分析計（Ｑ－Ｍａｓｓ）を用いて測定した。この測定により得られたデータから、試料管
の温度が２５℃以上～２００℃以下の間に脱離したＮＨ３量を算出し、これをサンプルの
仕込量で除算し、２５℃以上～２００℃以下の温度域におけるＮＨ３脱離量を算出した。
結果を表１に示す。
【００６３】
　実施例１にて得られた吸着剤について、組成分析を行った。結果を表１に示す。また、
組成分析は以下の条件で行った。
＜組成の測定方法＞
　吸着剤を粉末状に粉砕したのち、加圧成型用リングに試料を入れ、成型圧力３０ＭＰａ
で３分間加圧成型した。この成型試料を蛍光Ｘ線分析装置（株式会社リガク社製、ＺＳＸ
１００ｅ）にセットし、オーダー（半定量）分析にて測定した。
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【００６４】
　実施例１にて得られた吸着剤について、圧壊強度の測定を行った。結果を表１に示す。
また、組成分析は以下の条件で行った。
　測定装置：圧壊強度計（インストロン社製、型式３３６５）
　測定回数：１０回（この平均値を測定値とした）
　測定方向：縦、横、高さ方向で最も薄い面（圧壊強度が最も低い面）を測定した。
【００６５】
　実施例１にて得られた吸着剤について、嵩密度を測定した。結果を表１に示す。嵩密度
の測定は以下の条件で行った。
＜嵩密度の測定方法＞
　固定されたロートを用いて吸着剤を自然落下によって１Ｌ円筒容器に充填した。この容
器の山になった部分（吸着剤が容器からあふれた分）をすり切りヘラですり切り、１Ｌ相
当の吸着剤重量を精秤することで測定した。この操作を３回繰り返し、その平均値を嵩密
度とした。なお、吸着剤を充填する際にタップ等は行わなかった。
【００６６】
　実施例１にて得られた吸着剤について、比表面積を測定した。結果を表１に示す。比表
面積の測定は以下の条件で行った。
＜比表面積の測定方法＞
　窒素流通下にて前処理を行い、全自動比表面積測定装置（マウンテック製、型式；Ｍａ
ｃｓｏｒｂＨＭ ｍｏｄｅｌ－１２２０）にセットし、窒素吸着法（ＢＥＴ法）を用いて
、窒素の脱離量から、ＢＥＴ１点法により比表面積を算出した。具体的には、試料０.１
ｇを測定セルに充填し取り、窒素流通下にて２５０℃－４０ｍｉｎで前処理を行い、窒素
混合ガス（体積分率で窒素が３０％、ヘリウムが７０％）の気流中で液体窒素温度に保ち
、窒素を試料に平衡吸着させた。次に、上記混合ガスを流しながら試料温度を徐々に室温
まで上昇させ、その間に脱離した窒素の量をＴＣＤで検出した。最後に純窒素を１ｃｃパ
ルスで流通させ、先の窒素脱離量との比から比表面積を算出した。
【００６７】
　実施例１で得られた吸着剤について、硫化カルボニルの吸着試験を実施した。具体的に
は、内径が１ｃｍの反応管に吸着剤の層高が８ｃｍとなるようにサンプルを充填した後、
窒素を流通させながら１７０℃で１時間加熱処理した。放冷後、室温で原料液（ＣＯＳ：
１０ｗｔｐｐｍ、１－ヘキセン：バランス）を５.０ｇ/分の速度で供給した。原料液を１
２０分流通させた後、サンプルを取出し、炭素硫黄分析装置で硫黄吸着量を分析した。
【００６８】
　実施例１の吸着剤各５ｇを、ＣＯＳ／１－ヘキセン溶液（ＣＯＳ濃度：２００ｗｔｐｐ
ｍ）１Ｌに常温で２８日間浸漬した。吸着剤を取出し、乾燥した後、ＥＤＳ分析により吸
着剤内部の硫黄の分布を観察した。この結果を図１に示した。
【００６９】
〔実施例２〕
　実施例１と同様の方法で粉末状の酸化銅を得た。この酸化銅を２４０ｇ、アルミニウム
化合物として市販のアルミナ（ＵＯＰ社製：ＶＥＲＳＡＬ Ｒ－３）を５６０ｇ、炭素含
有化合物として活性炭（フタムラ化学社製：太閤Ｍ）を４０ｇ、セルロース誘導体（ユケ
ン工業社製：ＹＢ－１１３Ｃ）を１６ｇ、滑材としてオレイン酸（関東化学社製）を８ｇ
、およびイオン交換水４２９ｇをミキサーに仕込み、均一に混合して原料混合物を得た。
【００７０】
　この原料混合物を押出成型機に投入し、直径１.６５ｍｍφ、厚さ４ｍｍのダイスを用
い、長さ３～５ｍｍの円柱状に押出成型して吸着剤を得た。この吸着剤を電気乾燥機で１
２０℃の温度で１６時間乾燥した。この吸着剤について、実施例１と同様の方法で評価お
よび分析を行った。結果を表１に示す。
【００７１】
〔実施例３〕
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　実施例１と同様の方法で粉末状の酸化銅を得た。この酸化銅を２４０ｇ、炭素含有化合
物として活性炭（フタムラ化学社製：太閤S）を４０ｇ、アルミニウム化合物として市販
のアルミナ（ＵＯＰ社製：ＶＥＲＳＡＬ Ｒ－３）を５６０ｇ、セルロース誘導体（ユケ
ン工業社製：ＹＢ－１１３C）を１６ｇ、滑材としてオレイン酸（関東化学社製）を８ｇ
、およびイオン交換水４３９ｇをミキサーに仕込み、均一に混合して原料混合物を得た。
【００７２】
　この原料混合物を押出成型機に投入し、直径１.６５ｍｍφ、厚さ４ｍｍのダイスを用
い、長さ３～５ｍｍの円柱状に押出成型して吸着剤を得た。この吸着剤を電気乾燥機で１
２０℃の温度で１６時間乾燥した。この吸着剤について、実施例１と同様の方法で評価お
よび分析を行った。結果を表１に示す。
【００７３】
〔実施例４〕
　実施例１と同様の方法で粉末状の酸化銅を得た。この酸化銅を２４０ｇ、炭素含有化合
物として活性炭（フタムラ化学社製：太閤Ｙ）を４０ｇ、アルミニウム化合物として市販
のアルミナ（ＵＯＰ社製：ＶＥＲＳＡＬ Ｒ－３）を５６０ｇ、セルロース誘導体（ユケ
ン工業社製：ＹＢ－１１３Ｃ）を１６ｇ、滑材としてオレイン酸（関東化学社製）を８ｇ
、およびイオン交換水４２６ｇをミキサーに仕込み、均一に混合して原料混合物を得た。
【００７４】
　この原料混合物を押出成型機に投入し、直径１.６５ｍｍφ、厚さ４ｍｍのダイスを用
い、長さ３～５ｍｍの円柱状に押出成型して吸着剤を得た。この吸着剤を電気乾燥機で１
２０℃の温度で１６時間乾燥した。この吸着剤について、実施例１と同様の方法で評価お
よび分析を行った。結果を表１に示す。
【００７５】
〔比較例１〕
　実施例１と同様の方法で粉末状の酸化銅を得た。この酸化銅を２４０ｇ、担体として市
販のアルミナ（ＵＯＰ社製：ＶＥＲＳＡＬ Ｒ－３）を５６０ｇ、セルロース誘導体（ユ
ケン工業社製：ＹＢ－１１３Ｃ）を１６ｇ、滑材としてオレイン酸（関東化学社製）を８
ｇ、およびイオン交換水３２０ｇをミキサーに仕込み、均一に混合して原料混合物を得た
。
【００７６】
　この原料混合物を押出成型機に投入し、直径１.６５ｍｍφ、厚さ４ｍｍのダイスを用
い、長さ３～５ｍｍの円柱状に押出成型して吸着剤を得た。その吸着剤を電気乾燥機で１
２０℃の温度で１６時間乾燥した。この吸着剤について、実施例１と同様の方法で評価及
び分析を行った。結果を表１に示す。
　比較例１の吸着剤各５ｇについて、実施例１と同様に処理して、ＥＤＳ分析による吸着
剤内部の硫黄の分布を観察した。この結果を図２に示した。
【００７７】
〔比較例２〕
　実施例１と同様の方法で粉末状の酸化銅を得た。この酸化銅を２４０ｇ、炭素含有化合
物として黒鉛（東日本カーボン社製：Ｂ－５０）を４０ｇ、アルミニウム化合物として市
販のアルミナ（ＵＯＰ社製：ＶＥＲＳＡＬ Ｒ－３）を５６０ｇ、セルロース誘導体（ユ
ケン工業社製：ＹＢ－１１３Ｃ）を１６ｇ、滑材としてオレイン酸（関東化学社製）を８
ｇ、およびイオン交換水３２０ｇをミキサーに仕込み、均一に混合して原料混合物を得た
。
【００７８】
　この原料混合物を押出成型機に投入し、直径１.６５ｍｍφ、厚さ４ｍｍのダイスを用
い、長さ３～５ｍｍの円柱状に押出成型して吸着剤を得た。この吸着剤を電気乾燥機で１
２０℃の温度で１６時間乾燥した。この吸着剤について、実施例１と同様の方法で評価お
よび分析を行った。結果を表１に示す。
【００７９】
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　実施例１と同様の方法で粉末状の酸化銅を得た。この酸化銅を２４０ｇ、炭素含有化合
物として活性炭（クラレ社製：クラレコールＰＫ－Ｗ５Ｎ）を８０ｇ、アルミニウム化合
物として市販のアルミナ（ＵＯＰ社製：ＶＥＲＳＡＬ Ｒ－３）を５６０ｇ、セルロース
誘導体（ユケン工業社製：ＹＢ－１１３Ｃ）を１６ｇ、滑材としてオレイン酸（関東化学
社製）を８ｇ、およびイオン交換水３２２ｇをミキサーに仕込み、均一に混合して原料混
合物を得た。
【００８０】
　この原料混合物を押出成型機に投入し、直径１.６５ｍｍφ、厚さ４ｍｍのダイスを用
い、長さ３～５ｍｍの円柱状に押出成型して吸着剤を得た。この吸着剤を電気乾燥機で１
２０℃の温度で１６時間乾燥した。この吸着剤について、実施例１と同様の方法で評価お
よび分析を行った。結果を表１に示す。
【００８１】
〔比較例４〕
　実施例１と同様の方法で粉末状の酸化銅を得た。この酸化銅を２４０ｇ、アルミニウム
化合物として市販の水酸化アルミニウム（昭和電工社製：Ｈ－３２）を５６０ｇ、セルロ
ース誘導体（ユケン工業社製：ＹＢ－１１３Ｃ）を１６ｇ、滑材としてオレイン酸（関東
化学社製）を８ｇ、およびイオン交換水２５０ｇをミキサーに仕込み、均一に混合して原
料混合物を得た。
【００８２】
　この原料混合物を押出成型機に投入し、直径１.６５ｍｍφ、厚さ４ｍｍのダイスを用
い、長さ３～５ｍｍの円柱状に押出成型して吸着剤を得た。この吸着剤を電気乾燥機で１
２０℃の温度で１６時間乾燥した。この吸着剤について、実施例１と同様の方法で評価お
よび分析を行った。結果を表１に示す。
【００８３】
　表１に示すように、実施例１～４の吸着剤は何れも、炭素含有化合物が直径０.１μｍ
以上～１０μｍ以下の範囲の細孔を含み、該吸着剤の炭素含有量が３重量％以上～１５重
量％以下であり、水銀圧入法により測定される細孔分布において、直径０.１μｍ以上～
１０μｍ以下の範囲の細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ以上である。このため、硫化カルボニルの
吸着試験において、原料液（硫化カルボニルを含む炭化水素）が吸着剤の内部に容易に拡
散するので硫黄吸着量が高い。これは、実施例１の吸着剤について、吸着試験後の吸着剤
内部の硫黄分布を示す図１において、硫黄が吸着剤の中心部まで吸着していることからも
確認できる。
【００８４】
　一方、比較例１～４の吸着剤は、水銀圧入法により測定される細孔分布において、直径
０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔容積が０.１ｍＬ/ｇ未満であり、このため、
硫化カルボニルの吸着試験において、原料液（硫化カルボニルを含む炭化水素）が吸着剤
の内部に拡散し難い。これは、比較例１の吸着剤について、吸着試験後の吸着剤内部の硫
黄分布を示す図２において、硫黄が吸着剤の中心部にはあまり吸着していないことからも
確認できる。
【００８５】
　実施例１～４、比較例２～３の炭素含有化合物の細孔分布を図３のグラフに示す。また
、実施例１～４、比較例１～３の吸着剤の細孔分布を図４のグラフに示す。図３に示すよ
うに、実施例１～４の吸着剤に用いる炭素含有化合物の細孔は、直径０.１μｍ以上～１
０μｍ以下の範囲の細孔容積が比較例２，３に比べて格段に大きく、これらを用いた吸着
剤の直径０.１μｍ以上～１０μｍ以下の範囲の細孔容積も格段に大きくなっている。
【００８６】
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